
令和６年度介護報酬改定における
改定事項について

（居宅療養管理指導）

和歌山県福祉保健部介護サービス指導課

※本資料は、厚生労働省作成の資料を編集したものです。
※介護予防についても同様の措置を講ずる改定事項には、サービス名の後ろに★がついています。



居宅療養管理指導

① 患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進★
② 身体的拘束等の適正化の推進★
③ 居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス

利用者に対する介入の充実★
④ 居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実★
⑤ 管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し★
⑥ 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し★
⑦ 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する

者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
⑧ 特別地域加算の対象地域の見直し★
⑨ 居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に

係る経過措置期間の延⾧★



① 患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進★
【居宅療養管理指導★】

○ 薬剤師が行う居宅療養管理指導について、在宅患者に対して適切な薬物療法を提供
する観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、注入ポンプによる

麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを評
価する新たな加算を設ける。

イ 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静
脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び
指導を行うことを評価する新たな加算を設ける。

ウ 心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回な訪問が必要となること
から、末期の悪性腫瘍の者及び中心静脈栄養を受けている者と同様に、週に２回
かつ１月に８回を限度として算定することを可能とする。



① 患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進★ 【居宅療養管理指導★】



② 身体的拘束等の適正化の推進
【ア：短期入所系サービス★、多機能系サービス★、イ：訪問系サービス★、
通所系サービス★、福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置
（委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。 【省令改正】
また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。
その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。 【告示改正】

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援に
ついて、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及
び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付
ける。 【省令改正】



② 身体的拘束等の適正化の推進



③ 居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の
通所サービス利用者に対する介入の充実★【居宅療養管理指導★】

○ 居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養
食事指導及び歯科衛生士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、算定対象を
通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。 【告示改正】



④ 居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する
歯科衛生士等の介入の充実★ 【居宅療養管理指導★】

○ 居宅療養管理指導について、全身状態の悪化とともに口腔衛生管理の頻度が増加する
終末期がん患者の歯科衛生士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、終末期がん
患者の利用者について居宅療養管理指導（歯科衛生士等が行う場合）の算定回数上限を
緩和する。 【告示改正】



⑤ 管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し★
【居宅療養管理指導★】

○ 終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に
頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問
することを可能とする見直しを行う。 【告示改正】



⑥ 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し★
【居宅療養管理指導★】

○ オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、薬剤師
による情報通信機器を用いた居宅療養管理指導について、以下の見直しを行う。
【告示改正】
ア 初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定を可能とする。
イ 訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に係る情報通信機器を用いた

居宅療養管理指導についても算定可能とする。
ウ 居宅療養管理指導の上限である月４回まで算定可能とする。



⑥ 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し★
【居宅療養管理指導★】



⑦ 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居
住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

【訪問系サービス★、通所系サービス★、多機能系サービス★、福祉用具貸与★、居宅介護支援】

○ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規
定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及
び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。
【告示改正】



⑧ 特別地域加算の対象地域の見直し
【訪問系サービス★、多機能系サービス★、福祉用具貸与★、居宅介護支援】

○ 過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が
著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるもの
について、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町
村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。



⑨ 居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続
計画の策定等に係る経過措置期間の延⾧★ 【居宅療養管理指導★】

○ 居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制
整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和６年３月31 日までとされてい
る以下の義務付けに係る経過措置期間を３年間延⾧する。

【省令改正】
ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
イ 業務継続計画の策定等


